
　今後10年間に杉⼾町が目指すまちの姿を描いた「第6次杉⼾町総合振興
計画」（令和3年度〜令和12年度）を策定しました。

　第6次杉⼾町総合振興計画では、基本理念を「みんなで考え、⾏動する
ことで、よりよい「杉⼾」をつくる」と定め、⾏政や町⺠はもちろんのこと、
杉⼾町で働く⼈や杉⼾町のことを知っている⼈、杉⼾町に興味のある⼈な
ど、杉⼾町にかかわるすべての⼈が、まちの課題に取り組むために「考え、
⾏動する」ことで、よりよい杉⼾町をつくることを目指します。

＜将来像の言葉に込められた意味＞
　みんなで育てる
　�　住⺠⼀⼈ひとりが家庭や地域、職場など様々な場所で、ま
ちづくりにかかわり、身近なことや⼩さなことからでも、考え、
⾏動していくことで、これからの杉⼾町を元気で魅力あるま
ち、愛着を持てるまちにしていくことを表現しています。

　�　また、杉⼾町にはたくさんの資源がありますが、その中に
は「芽が出ていない資源」も数多くあります。こうしたまち
の魅力ある資源をみんなで⾒つけ、育てていくという意思も
込められています。

　自然とやさしさ
　�　町に残る豊かな自然を守りながら、魅力的な活用を図って
いくとともに、誰もがお互いに助け合い、共に歩んでいくこ
とができるやさしさを持ち続けることによって、安心して住
み続けることができるまちを目指していきます。

□�基本構想は、町の将来像の姿を示し、その実現に向けて基本的な
考え⽅を示すものです。

□�基本計画は、基本構想を実現するために取り組むべき主要な施策
を定めるもので、前期基本計画と後期基本計画に分かれています。

□�実施計画は、基本計画に掲げる施策を実現するための主要な事業
内容を具体的に示すもので、毎年度ローリングによる⾒直しを⾏
います。

■まちの将来像

■まちの未来像

■まちづくりの基本理念
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問合せ第6次杉戸町総合振興計画が4月からスタートします
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■総合振興計画の構成と期間

【計画期間】
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まちぐるみで子育てに関わり応援できるまち （子育て）
・安心して出産や育児ができる環境づくり
・地域ぐるみで子育てができる環境づくり
・子育て家庭への支援　
・多彩なメディアを活用した子育て関連情報の発信

未来像1

子どもたちに未来を拓く力を育むまち （学校教育）
・確かな学力と自立する力の育成
・豊かな心と健やかな体の育成
・質の高い学校教育の推進と教育環境の整備・充実　
・家庭・地域と一体となった教育の推進

未来像2

自らの健康を守りながら安心して暮らせるまち （健康・福祉）
・自主的な健康維持の促進
・地域医療体制の充実
・地域で支え合い、助け合う環境づくり　
・高齢者福祉の推進、障がい者福祉の推進　など

未来像4

生涯を通じて学び、郷土に愛着を持てるまち （社会教育）
・自ら学べる環境の充実
・まちの歴史・文化の保存と活用
・多様なスポーツ活動の普及促進　
・青少年の健全育成

未来像3

魅力ある産業を育み、発信できるまち （産業・情報発信）
・農業振興と6次産業化の推進
・商工業振興と起業にチャレンジできる支援体制の整備
・地域資源の掘り起こしと活用による観光振興
・人を惹きつける魅力的なシティプロモーションの推進　など

未来像6

地域がつながり、安全で災害に強いまち （防災・交通・防犯）
・様々な災害に備えたまちづくり
・身近な安心・安全の確保
・空き家対策の推進

未来像5

機能的で自然と調和した快適なまち （都市基盤・環境）
・快適で居心地の良い住環境の整備
・住民生活を支える計画的なインフラ整備　
・地域の実情に即した公共交通網の確立　
・地球温暖化対策の推進　など

未来像7

信頼される行政運営を推進するまち （行財政運営）
・効果的・効率的な行財政運営
・アセットマネジメントの推進
・行政職員の能力強化と効果的な組織の構築
・窓口サービスの向上　など

未来像8

みんなで育てるまち　すぎと
　　　　〜自然とやさしさがあふれるまちへ〜
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